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労働者の転倒災害（業務中の転倒による重傷）を防止しましょう 検索

（URL https://www.mhlw.go.jp/content/001101299.pdf ）

Ⅰ専門家総合対策コース（職場環境改善・運動指導等） 【 対象：60歳以上の労働者】

60歳以上の高年齢労働者が安全に働くことができる環境の整備のため、労働安全衛生に係る専門家等による、

高年齢労働者の特性を考慮したリスクアセスメントを受けるに当たって必要な経費と、その結果を踏まえ実施す

る優先順位の高いリスクの低減措置（機器等の導入や工事の施工等）及び専門家（※）による身体機能のチェッ

ク及び専門家による運動指導に要する経費を補助します。

第1段階（労働安全衛生の専門家によりリスクアセスメントを実施する場合）

Ａ．労働安全衛生に係る専門家によるリスクアセスメントの実施
労働安全衛生に係る専門家による、高年齢労働者の特性を考慮したリスクアセスメントを受けるに当たって
必要な経費を補助します。

外部専門家の代わりに、自社の安全衛生担当者等（安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等。

事業主が兼任可能）によるリスクアセスメントを実施して、その結果を踏まえて、以下の第2段階の申請を行う

ことも可能です。この場合は、第１段階の申請はできませんので、第２段階から申請してください。

第2段階（職場環境改善の取組）

B．リスクアセスメントの結果を踏まえた高年齢労働者の身体機能の低下を補う設備・装置の
導入その他の労働災害防止対策に要する経費

• 高年齢労働者の具体
的な労働災害防止対
策が分からない。

• リスクアセスメント
の正しい実施方法が
分からない。
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• 高年齢労働者の特性
に配慮したリスクア
セスメントを実施し、
その結果を踏まえた
優先順位の高い労働
災害防止対策を提案
します。
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（ア） 転倒・墜落災害防止対策

作業場所の床や通路のつまずき防止のための対策(作業場所の床や通路の段差解消)

作業場所の床や通路の滑り防止のための対策

（水場等への防滑性能の高い床材・グレーチング等の導入、凍結防止装置の導入）

転倒時のけがのリスクを低減する設備・装備の導入

階段の踏み面への滑り防止対策

階段への手すりの設置

高所作業台の導入（自走式は含まず。床面から２ｍ未満の物）

階段への手すりの設置

転倒防止対策
リーフレット

従業員通路への
凍結防止装置の導入

水場における防滑性能
の高い床材等の導入

滑りにく
いグレー
チング
の導入

防滑性能
の高い床
材の施工

（イ） 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策（動作の反動・無理な動作対策）

不自然な作業姿勢を解消するための作業台等の設置

重量物搬送機器・リフトの導入（乗用タイプは含まず）

重筋作業を補助するアシストスーツの導入

介護における移乗介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入

介護における入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入

介護職員の身体の負担軽減のための介護技術(ノーリフトケア)の修得のための教育の実施

重量物搬送機器
の導入

アシスト
スーツの導入

移乗介助サポート
機器の導入

●具体的には、次のような労働災害防止対策の取組が対象となります●

（ウ） その他の高年齢労働者の労働災害防止対策

業務用車両への踏み間違い防止装置の導入

★ 対象の高年齢労働者が補助対象に係る業務に就いていることが条件です。
★ 個人が着用する機器や装備（例えばアシストスーツ等）の導入については、対策に関わる高年齢労働者の人数分に

限り補助します。
★機器を複数の作業場所で利用する場合でも、補助は機器を使用する高年齢労働者の人数分が上限となります。

※ 労働安全衛生の専門家とは・・・労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、労働災害防止団体法（昭和39年
法律第118号）第12条に規定する安全管理士又は衛生管理士 等

リスクアセスメントの様式は
HPに掲載しております。

HPの参考資料を
ご参照ください→


